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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２９年８月２０日 １４時５５分ごろ 

発生場所 福井県坂井市三国大橋橋脚 

 新保三等三角点から真方位１４１°２,１１０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１１.０′ 東経１３６°０９.３′） 

事故の概要  水上オートバイみーぼー号は、浮体をえい
．．

航して遊走中、浮体が橋

脚に衝突し、浮体搭乗者３人が負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ みーぼー号、５トン未満 

 ２４４－１８９６６福井、個人所有 

 ２.７０ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、５５.９kＷ、平成１１年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成４年１０月２６日 

  免許証交付日 平成２８年１２月１６日 

         （平成３４年１０月２５日まで有効） 

搭乗者Ａ 女性 １９歳 

搭乗者Ｂ 女性 １９歳 

搭乗者Ｃ 男性 ２３歳 

 死傷者等 重傷 ３人（搭乗者Ａ、搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

水象：川面 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者Ａ、搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃ

を乗せた８の字形状のトーイングチューブ（以下「本件浮体」とい

う。）を長さ約１３ｍの索具を用いてえい
．．

航し、遊走の目的で、平成

２９年８月２０日１４時４５分ごろ坂井市九頭竜川河口付近のマリー

ナを出発し、しばらくマリーナ付近で遊走したのち、九頭竜川を遡上
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した。  

 船長は、約４０㎞/h の速力（対地速力、以下同じ。）とし、時折後

方を見て本件浮体の状況を確認しながらマリーナから上流側へ約２.

２㎞のところにある三国大橋に接近した。 

船長は、三国大橋を通過して数秒したところで、反転してマリーナ

に戻ることとし、三国大橋に築造された１０本の橋脚のうち、西側の

川岸から２本目の橋脚（以下「本件橋脚」という。）を右に見ながら

操縦ハンドルを右に取って体重を右舷側に移し、約３０㎞/h の速力

で、本件浮体が遠心力で外側に振り出されながら右旋回を行った。 

船長は、船首が下流を向いたので、旋回を終え、操縦ハンドルを中

央に戻して直進を開始したところ、左舷後方に位置した本件浮体が、

右舷側に横滑りしながら本件橋脚に接近していたので、衝突の危険を

感じて機関を停止したものの、１４時５５分ごろ本件浮体が本件橋脚

に衝突し、搭乗者３人が本件浮体から投げ出され、本件橋脚に当たっ

て落水した。 

船長は、落水した搭乗者３人を本船及び本件浮体に引き揚げ、マリ

ーナに救助を依頼した。 

搭乗者３人は、来援したプレジャーボートと水上オートバイに乗っ

てマリーナに戻り、救急車で病院に搬送された。 

搭乗者Ａは、骨盤骨折及び頸
けい

椎椎体骨折と、搭乗者Ｂは、急性硬膜

下血腫、右側頭骨骨折等と、搭乗者Ｃは、左脳挫傷とそれぞれ診断さ

れ、搭乗者Ａが約４週間、搭乗者Ｂが約８週間及び搭乗者Ｃが約１週

間それぞれ入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本件浮体、

写真３ 搭乗者の姿勢、写真４ 三国大橋 参照） 

 その他の事項  本件浮体は、外周に８個の取っ手を設け、中央に直径約３８㎝、深

さ約４０㎝の円形の凹部が２つあって搭乗者が両足を外に出し、凹部

に腰を降ろして乗り込んで、主に水上オートバイにえい
．．

航され、メー

カーの取扱説明書によれば定員が２人の遊具である。 

搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、本事故時、本件浮体の凹部に腰を降ろ

し、搭乗者Ｃは２つの凹部にそれぞれ足を入れて中腰になり、各人取

っ手を握って乗っていた。 

本件橋脚は、鉄筋コンクリート製の短径４.０ｍ、長径５.５ｍの楕

円形をした橋脚であり、橋脚間が約６０ｍである。 

船長は、約１０年前から水上オートバイに乗るようになり、浮体の

えい
．．

航経験が多数あり、本船に乗艇して主にマリーナ付近で遊走して

いたが、本事故時、搭乗者を楽しませようとして三国大橋まで遡上す

ることにした。 

 船長は、男女合わせて７人のグループでマリーナ付近の河原に到着

し、１０時ごろから昼食をはさんで本件浮体に２人を乗せて約１０分
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間の遊走を繰り返し行っていた。 

船長は、本事故前まで本件浮体の見張り役を本船の後部座席に乗せ

ていたが、当日最後の遊走であったことから、見張り役を予定してい

た搭乗者からの申し出があり、本件浮体に３人を乗せた。 

船長及び搭乗者は、全員救命胴衣を着用していた。 

船長は、河原に残っていたグループのメンバーがテント等を片付け

ていたので、少しでも早くマリーナに戻ろうと思い、三国大橋を過ぎ

てすぐに旋回を開始したが、同大橋から十分に離れた水域まで直進

し、十分に減速して旋回すべきであったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、九頭竜川河口付近において、本件浮体をえい
．．

航して遊走

中、反転してマリーナに戻る際、船長が、三国大橋の橋脚付近で右旋

回を始めたことから、右旋回を終えて操縦ハンドルを中央に戻して直

進を開始したところ、左舷後方に位置していた本件浮体が横滑りしな

がら橋脚に接近し、機関を停止したものの、本件浮体が橋脚に衝突

し、搭乗者３人が負傷したものと考えられる。 

船長は、河原に残っていたグループのメンバーがテント等を片付け

ていたので、そのことが気になって少しでも早くマリーナに戻ろうと

思い、三国大橋の橋脚付近で右旋回を開始したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、九頭竜川河口付近において、本件浮体をえい
．．

航

して遊走中、反転してマリーナに戻る際、船長が三国大橋の橋脚付近

で右旋回を始めたため、右旋回を終えて操縦ハンドルを中央に戻して

直進を開始したところ、左舷後方に位置していた本件浮体が横滑りし

ながら橋脚に接近し、機関を停止したものの、本件浮体が橋脚に衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・水上オートバイで浮体をえい
．．

航して旋回する場合は、周囲に障害

物が存在しない広い水域で行い、また、搭乗者に危険が及ばない

よう十分に減速すること。 

・浮体の搭乗者の定員を厳守すること。 

・船長は、本船に浮体の見張り役を同乗させること及び浮体の搭乗

者に頭部保護具を装着させることが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年８月２０日 

 １４時５５分ごろ発生） 

福井県 

新保三等三角点 

マリーナ 

坂井市 

坂井市 

福井県 

国土地理院 ２万５千分の１地形図使用 

本船が出発した 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件浮体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 搭乗者の姿勢 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

搭乗者Ａ 搭乗者Ｂ 搭乗者Ｃ 
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写真４ 三国大橋                                

本件橋脚 


